
確定給付企業年金（以下、「DB」といいます。）の給付を一時金または年金で受け取るときの税務について説明します。
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１. 退職に伴い一時金で受け取るとき

ポイント 補足説明

退職所得として課税

国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、一時金の請求手続き時に 「退職所得の受給に関す
る申告書」（以下、「申告書」といいます。）の提出が必要。

⇒勤続年数に応じた退職所得控除が適用される。

給付額※から退職所得控除額を差し引いた額に対して課税。
※加入者拠出掛金がある場合は、その拠出金額相当額を控除する。

源泉分離課税の対象。原則として確定申告の必要はない。

課税年分

原則として、退職日が属する年分の収入として課税。

ただし、繰下終了時または年金に代えて受ける一時金を受給するときで、
退職時に他に退職手当金として受給したものがないときは、
支払日（繰下終了日）が属する年分の収入として課税。

申告書の提出がないとき
給付額に対し一律20.42％の所得税が課税。
税額の過不足調整のため、確定申告により精算。

「退職所得の源泉徴収票・
特別徴収票」

ＤＢから一時金をお支払い時、ＣＰＢＳ社より受給権者あてに
送付する「お支払通知書」内に掲載。

再発行可能。ご契約者さまからＣＰＢＳ社あて電話で依頼。
依頼日から到着までの目安：１週間から１０日程度。

「お支払通知書」

老齢給付金（一時金）、 脱退一時金のほか、年金受給中（遺族給付金を除く）に保証期間内の残存期間分を一時金化するときを含む

（2025年1１月現在）



■退職所得の税額の算出方法
退職所得には、源泉徴収税と特別徴収税が課せられます。

＊受給権者の現住所が国内かつその年の１月１日住所が海外のケースは、特別徴収税（地方税）は課せられません。

１．課税退職所得金額（Ａ）を算出します。

課税退職所得金額（Ａ）
（退職手当等－退職所得控除額）×１／２ （１,０００円未満切捨て）

DB給付の税務について②

２

税の種類 納付先

国税 源泉徴収税 支払者の所轄税務署

道府県民税・市町村民税 特別徴収税 課税年の１月１日現在の住所地の市区町村

■退職所得控除額の算出方法
退職所得控除額は、次のように計算します。

（例）
勤続年数２７年の場合の退職所得控除額
（４０万円 × ２０年）＋ ７０万円 ×（２７年－２０年）＝１,２９０万円

勤続年数 退職所得控除額

２０年まで １年につき４０万円

２０年超 １年につき７０万円

・給付額が退職所得控除額の範囲内であれば、課税されません。
・勤続期間に１年未満の端数があるときは、これを切上げて１年として計算した年数になります。
・計算された額が８０万円に満たない場合は、８０万円となります。
・障害者となったことに直接基因して退職した場合、１００万円が加算されます。
・ＤＢは「みなし退職所得」のため、ＤＢ規約に定める控除期間（休職期間等）があるときは、勤続期
間からその期間を除いた期間が退職所得控除額用の勤続年数となります。



３．道府県民税・市町村民税を算出します。

４．税額計算例

課税退職所得金額
（１,５００万円－１,２９０万円）×１／２＝１０５万円 《Ａ》

源泉徴収税額
《Ａ》×５％×１０２．１％＝５３，６０２円

道府県民税額・市町村民税額
道府県民税額 ＝ 《Ａ》 × ４％ ＝４２，０００円
市町村民税額 ＝ 《Ａ》 × ６％ ＝６３，０００円
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税の種類 税 額

道府県民税 （Ａ）× 道府県民税率 ４％ （１００円未満切捨て）

市町村民税 （Ａ）× 市町村民税率 ６％ （１００円未満切捨て）

２．源泉徴収税を速算表より算出します。

課税退職所得金額（Ａ） 税 額

195万円以下 (（Ａ）×5％ )×102.1%

195万円超 330万円以下 (（Ａ）×10％ － 97,500円)×102.1%

330万円超 695万円以下 (（Ａ）×20％ － 427,500円)×102.1%

695万円超 900万円以下 (（Ａ）×23％ － 636,000円)×102.1%

900万円超 1800万円以下 (（Ａ）×33％ － 1,536,000円)×102.1%

以下省略

・左記の速算表から求めた税額は、１円未満切捨て
となります。

・２０１３年から２０３７年までの各年分において、
所得税と復興特別所得税（原則としてその年分の
課税退職所得金額の２．１％）を併せて納付する
こととなります。

【計算結果】

給付額 １５，０００，０００円

源泉徴収税額 ５３，６０２円

道府県民税額 ４２，０００円

市町村民税額 ６３，０００円

差引支払額 １４，８４１，３９８円

計算前提 ＤＢからの給付額：１，５００万円 勤続年数：２７年（ 退職所得控除額１,２９０万円 ）

・左記は、平成２５年以降の税率です。
平成２４年以前は、税率が異なります。



５．同一課税年分で複数の退職手当金等があるとき
受取総額に対して課税されますので、全ての退職手当について正しく申告いただく必要があります。
受け取った退職手当金等があるときは、すべての給付内容を申告書に記入する必要があること、支払者ごとに発行された
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」（写）の提出が必要であることを受給権者へご案内ください。

＜複数の退職手当金等があるときの税額計算例（平成２５年以降の退職の事例）＞

①1番目の給付の税額計算
課税退職所得金額 :（１,５００万円－１,１５０万円）× １／２ ＝１７５万円《Ａ》

②２番目の給付の税額計算
課税退職所得金額 ：｛（１,５００万円＋ ８００万円） －１,１５０万円｝×１／２＝５７５万円 《Ｂ》
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１番目の支払 ２番目の支払

１番目の給付額 １５，０００，０００円

源泉徴収税額 ８９，３３７円

道府県民税額 ７０，０００円

市町村民税額 １０５，０００円

差引支払額 １４，７３５，６６３円

２番目の給付額 ８，０００，０００円

源泉徴収税額 ６４８，３３５円

道府県民税額 １６０，０００円

市町村民税額 ２４０，０００円

差引支払額 ６，９５１，６６５円

税の種類 計算過程 税額（円） 納税者

源泉徴収税額 《Ａ》×５％×１０２．１％ ８９，３３７（ア）

１番目の支払者である会社が税額を計
算し、納付します。

道府県民税額 《Ａ》×４％ ７０，０００（イ）

市町村民税額 《Ａ》×６％ １０５，０００（ウ）

税の種類 計算過程 税額（円） 納税者

源泉徴収税額 ｛（《Ｂ》×２０％ － ４２７，５００）×１０２．１％｝－（ア） ６４８，３３５ ２番目の支払者である住友生命は、
１番目と２番目の給付の合計額に対し
て税額を計算し、１番目の支払者が納
付済みの税額との差額分を納付します。

道府県民税額 （《Ｂ》×４％）－（イ） １６０，０００

市町村民税額 （《Ｂ》×６％）－（ウ） ２４０，０００

計
算
結
果

計算前提
１番目の給付：会社からの退職金額 １，５００万円
２番目の給付：ＤＢからの給付額 ８００万円
勤続年数：２５年（ 退職所得控除額：１,１５０万円 ）

（支払者：住友生命）



【 ご参考 】特殊な退職所得手当

１．短期退職手当等（令和４年１月1日以後に支払うべき退職手当等について適用）

短期退職手当等とは、短期勤続期間（勤続期間５年以下）対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
短期退職手当等に係る退職所得の計算においては、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分
の金額については「2分の1課税」を適用しないこととされています。

詳細は、国税庁ホームページ タックスアンサー（よくある税の質問）「No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等
（短期退職手当等）（令和4年1月1日以後）」（リンク）をご参照ください。

※短期退職手当等のお支払い以外に「一般退職手当等」・「特定役員退職手当等」のお支払いがある場合は、オンラインサービス
の通報書を使用できません。郵送にて申告書を提出してください。

２．特定役員退職手当等

特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する
退職手当等として支払を受けるものをいいます。

退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除
額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置
はありません。
詳細は、国税庁ホームページ タックスアンサー（よくある税の質問） 「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職
手当等（特定役員退職手当等）」（リンク）をご参照ください。

※特定役員退職手当等に該当するとき、オンラインサービスの通報書を使用できません。郵送にて申告書を提出してください。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
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２.退職に伴い老齢給付金を年金で受け取るとき

ポイント 補足説明

公的年金等の雑所得として
課税 （総合課税）

年金支払の都度、所得税を源泉徴収。

所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができないため、源泉徴
収の段階では扶養親族等の内容による控除が受けられず、一律7.6575％の税率で所得税を源泉徴収。
※加入者拠出掛金がある場合は、その拠出金額相当額を控除する。

年金支払時に源泉徴収された税額と１年間の収入に基づいて算定された税額との差額は、原則、確定
申告により精算。

≪確定申告不要制度≫
公的年金等の収入金額が４００万円以下で、他の所得の合計金額が２０万円以下の場合、確定申
告は不要。ただし、還付を受ける場合は確定申告が必要。

「公的年金等の源泉徴収票」

毎年１月中旬頃、「公的年金等の源泉徴収票」を
ＣＰＢＳ社より年金の受給権者あて送付。
１月１日～１２月３１日まで支払った年金額および
源泉徴収税額の合計金額を記載。
確定申告の手続き時に必要。

オンラインサービスで再発行手続きが可能。
再発行手続き日から到着までの目安：
１週間から１０日程度。

「公的年金等の源泉徴収票」

老齢給付金（年金）、 脱退一時金を繰下げ年金の受給資格を得たときの老齢給付金（年金）を含む
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■源泉徴収税額の算出方法
次のように計算します。

税法に定められた一律の控除額＝年金額×２５％
税額＝（年金額－税法に定められた一律の控除額）×１０％×１０２．１％※

※ 復興特別所得税を含む（2013年1月1日～2037年12月31日まで）

＜計算例＞
年金支払時の年金額：８８４，５００円
８８４，５００×７．６５７５％
＝６７，７３０円（１円未満切捨て）

【計算結果】

年金支払額 ８８４，５００円

源泉徴収税額 ６７，７３０円

差引支払額 ８１６，７７０円

つまり 年金額×７．６５７５％

事務担当者さま向け情報提供サイト「ＤＢ
年金事務サポートＮａｖｉ」（↑リンクあ
り）を当社公式ホームページに公開中！

次回（2026年1月）は、海外居住者の取扱い、遺族給付金にかかる税務についてご案内いたします。

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/service/nenkinweb.html
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【 ご参考 】 ＤＢ給付内容ごとのそれぞれの対応

給付
内容 受給権者 団 体 住友生命

一
時
金

①「退職所得の受給に関する申告書」で
正しく申告し、支払者（団体・住友
生命等）ごとに提出

②複数の退職手当を受けるとき、後順位
の支払者あてに先順位支払の「退職所
得の源泉徴収票」を①に添付し、提出

■支払者から支払を受けたとき、「退職所
得の源泉徴収票」を保管

③オンラインサービスに①（あれば②）の
情報を正しく入力し、税務情報を登録

④③で入力された情報をもとに税額計算
⑤受給権者あてに「退職所得の源泉徴
収票」を発行

（支払通知として送付）
⑥支払日の翌月１０日までに納付
⑦法定調書を提出

給付
内容 受給権者 団 体 住友生命

年

金

■住友生命から「公的年金等の源泉徴
収票」を受領

■必要に応じて確定申告
ー

①年金支払の都度源泉徴収し、支払日
の翌月１０日までに納付

②年間の支払額・源泉徴収税額を集計
し、「公的年金等の源泉徴収票」を受
給権者あてに発行

③法定調書を提出

手続きの流れ

手続きの流れ

【ご参考】

ＤＢ以外に団体が受給権者に自社
の退職手当を支払うとき、右記の住
友生命と同じ手続きが必要です。

一時金

年 金


